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平成 24 年 1 月 13 日 

東    京    都 

 

東京都の帰宅困難者対策の基本的考え方 

 

はじめに 

 

 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により、首都圏において大量に発生した

帰宅困難者による混乱等は、首都直下地震等大規模災害に備えての帰宅困難者対策を、官

民をあげてより一層具体化させていく必要性を顕在化させた。 

 首都直下地震等の大規模な災害が発生し、首都圏のほとんどの公共交通機関が運行を停

止して、当分の間復旧の見通しが立たない中で、都民が帰宅のために移動を開始した場合、

大量の帰宅困難者が発生することが想定される。 

大量の帰宅困難者が駅周辺や道路上に滞留した場合、集団転倒に巻き込まれ、火災や沿

道建物からの落下物等により帰宅困難者自身が危険な状態にさらされるだけでなく、救

助・救急活動、消火活動、緊急輸送活動等、災害発生後に迅速かつ円滑に実施しなければ

ならない応急活動に支障が生じ、首都機能の回復が遅れる可能性がある。 

こうしたことから都は、国と共同で、首都圏の自治体、鉄道事業者、通信事業者、経済

団体などからなる、「首都直下地震帰宅困難者等対策協議会」（以下「協議会」という。）

を平成２３年９月に立ち上げ、帰宅困難者対策に事業者や都民も含めた社会全体によって

取組むこととした。 

 また、平成２３年１１月に都は、今後の東京の防災対策の方向性と具体的取組を示すた

めに、「東京都防災対応指針」を策定した。 

 この基本的考え方は、東日本大震災の教訓や、これまでの協議会での議論、「東京都防

災対応指針」等を踏まえた都の帰宅困難者対策の方向性を示し、今後条例化の検討を行う

にあたり、広く都民の意見を伺うためにとりまとめたものである。  
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第１章 帰宅困難者対策の背景 

 

１ 被害想定 

 

 平成１８年５月に都が作成した「首都直下地震による東京の被害想定報告書」によれば、

東京湾北部地震（Ｍ７．３の規模）が起きた場合、都内には約３９２万人の帰宅困難者が

発生するとされている。 

 これに、東京都市圏※外からの訪問者や海外からの訪問者を加えた帰宅困難者の総数は約

４４８万人である。 

 

 ※東京都市圏とは、東京都市圏パーソントリップ調査の対象地域で、東京を中心とする半径約 80km 圏域 

  

２ 東日本大震災の検証 

 

 東日本大震災では、人口が集中する都心部で公共交通機関が機能を失うことにより、都

内で帰宅困難者が大量に発生し、大きな混乱をもたらした。協議会では、東日本大震災時

の帰宅困難者対策の実態調査を行っている（詳細は別添資料参照）。 

実態調査では、個人、企業、自治体、主要駅にアンケートを行っている。 

 調査の結果、東日本大震災時には、首都圏で約５１５万人の帰宅困難者（３月１１日の

うちに帰宅ができなかった人）が発生したと推計された。都内では首都圏の帰宅困難者の

約７０％にあたる約３５２万人の帰宅困難者が発生したと推計されている。 

 

【3 月１１日の帰宅困難者数の推計】 

地震発生時の場所 ３月１１日の帰宅困難者数 

東京都 約３５２万人 

神奈川県 約６７万人 

千葉県 約５２万人 

埼玉県 約３３万人 

茨城県南部 約１０万人 

合計 約５１５万人 

※この推計には、10 歳代は含まれていないため、実際の帰宅困難者はこれよりも多かった可能性がある。 

 

（１）個人への調査 【対象：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県及び茨城県南部の５，

３７２人】 
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地震発生時に企業・学校にいた人のうち約８３％の人が、当日中に会社や学校を離れ

ていた。そのうち５割弱の人が午後５時台までに会社・学校を離れており、業務・授業

の終了後にあまり時間をおかずに会社・学校を離れた人が多いことが伺える。 

16-17 時台に会社・学校を離れた理由として最も多かったのは、「会社（学校）の

管理者から帰宅するよう指示があったため」（約３５％）、18-23 時台では「勤務時間

（授業時間）が終了したため」（約３７％）が最も多く、会社から従業員に対し、適切

な指示が出来ていなかった実態が伺える。 

 

 

 

 

 

また、首都直下地震が発生し、交通機関が停止した場合の帰宅行動について質問し

たところ、約５０％がすぐに徒歩で帰宅しようとすると回答している。 

 

帰宅困難者による混乱を防止するためには、都民や事業者に「むやみに移動を開始

しない」ことを周知し、一斉に帰宅することを抑制することが必要である。 

 

家族との安否確認方法については、携帯電話の災害用伝言板サービスが約４．５％、

災害用伝言ダイヤル[１７１]が１．３％に留まっている。 
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4.1%

2.5%

1.5%

1.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

公共交通機関が運行を再開した情報が入ったため
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（N=10件）

徒歩で帰宅できそうだったため
　　　　　　　　　　　　　（N=245件）

勤務時間（授業時間）が終了したため　
　　　　　　　　　　　　　　　　（N=352件）

急いで帰宅する理由があったため
　　　　　　　　　　　　　　　（N=41件）

家族と連絡がとれず不安であったため
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（N=84件）

自宅及びその周辺の安全が確認できず
　　　　　不安であったため（N=88件）

会社（学校）の管理者から帰宅するように
　　　　　　　指示があったため（N=361件）

直属の上司（教員）から帰宅するように
　　　　　　指示があったため（N=158件）

会社（学校）以外の場所に移動して交通機関の
　　　　　　　再開を待つことにしたため（N=26件）

自宅と会社（学校）以外の場所で宿泊・休憩
　　　　　　できる場所があったため（N=16件）

周りの人の行動にあわせたため
　　　　　　　　　　　　　　（N=71件）

その他（N=68件）

特にない（N=42件）

会社・学校を離れた理由 

（３月１１日１６－１７時台）                        （１８－２３時台） 
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  家族との安否確認は、一斉帰宅を抑制する上で重要であるが、電話は輻輳が想定さ

れるため、災害用伝言板サービス、災害用伝言ダイヤル１７１などの安否確認手段の

利用促進が課題である。 

 

 

（２）自治体への調査 【対象：東京都（島しょ部除く）、神奈川県、埼玉県、千葉県及び

茨城県南部の２３０区市町村（有効回答２１６）】 

 

約９１％の自治体が、一斉帰宅の抑制を呼びかけなかった。また、帰宅困難者を受け

入れた施設については、約７割の自治体が、地震時に避難所となる施設を開放した。首

都直下地震時には、避難所には、地域住民が避難することが想定されており、避難者と

帰宅困難者の競合が課題となる。 

 

 

 

73.4 ％

48.1 ％

5.7 ％

5.7 ％

8.9 ％

3.2 ％

0 20 40 60 80

 1.地域住民の避難所として指定されていた公共施設

　　　　　　　　　　　　　　　や学校を利用して開設した 

 2.避難所ではない公共施設を利用して開設した 

 3.事前の協定に基づいて、民間施設等を利用して開設した 

 4.事前の協定はなかったが、民間施設等に協力を依頼して開設した 

 5.その他 

 6.開設しなかった 

（%）

72.2%

67.0%

4.5%

23.1%

6.7%

1.3%

6.5%

0.4%

0.9%

4.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

携帯電話（通話）

携帯電話（メール）

携帯電話（災害用伝言板サービス）

固定電話（通話）

公衆電話（通話）

災害用伝言ダイヤル［１７１］

パソコン（メール）

パソコン（災害用ブロードバンド伝言板：ｗｅｂ１７１）

パソコン（その他）

その他

家族との安否確認の手段[複数回答] 

一時滞在施設の開設（n=158）[複数回答] 
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 帰宅困難者に適切な行動を促すための、行政による情報提供が課題である。また、

地域の避難所以外に帰宅困難者の一時滞在施設を確保することも課題である。 

 

 

（３）企業への調査 【対象：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に所在する企業７３９

社（日本経済団体連合会及び商工会議所の会員企業に回答を依頼）】 

 

約８０％の企業が何らかの帰宅に関する方針を示しているが、そのうち約３６％の企

業が「原則として帰宅するよう呼びかけた」。さらに、首都直下地震時の帰宅方針につ

いては、約１４％の企業が、依然として、早期帰宅を方針としているため、企業等に対

する一斉帰宅抑制の方針の徹底が必要なことが伺える。 

 

 

 

  一斉帰宅を抑制するためには、企業の協力が不可欠である。 

 

従業員を対象とした帰宅困難者対策の実施状況では、従業員向けの食料、飲料水など

の備蓄を約７１％の企業が行っているが、３日分以上の備蓄※を行っている企業は、飲

料水で約４２％、食料品では約３８％である。従業員等を企業の施設内に留まらせるに

は、水、食料等の備蓄が必要であるが、今回の調査では、備蓄に取り組む企業の比率は

高いものの、３日分以上の備蓄をしている企業は飲料水でも４割程度であった。 

 

※首都直下地震等大規模な災害が発生した場合、一般的に発災後７２時間（３日間）は、救助・救急活

動、消火活動、緊急輸送活動が優先される。 

242 社, 40.8%

46 社, 7.8%

216 社, 36.4%

89 社, 15.0%

1.全ての従業員に対して職場に留まるように呼びかけた

2.大部分の従業員に対して職場に留まるように呼びかけた（帰宅希望者、短距離で徒歩帰宅可能者以外）

3.災害対応要員以外又は全ての従業員に対して帰宅するように呼びかけた

4.その他

帰宅に関する方針の内容（初回）（n=593：方針を示した企業）[単一回答] 
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 企業における備蓄等、帰宅困難者対策の一層の充実が必要である。 

 

 

飲料水 食料

災害用トイレ 毛布

３日分以
上, 249

社, 39.8%

備蓄はな
い, 31 社,

5.0%
半日分, 29
社, 4.6%

半日分未
満, 42 社,

6.7%７日分以
上, 23 社,

3.7%

１日分,
139 社,
22.2%

２日分,
112 社,
17.9%

３日分以上,
226 社,
36.2%

備蓄はない,
71 社,
11.4%

半日分, 30
社, 4.8%

半日分未
満, 53 社,

8.5%

７日分以上,
12 社,
1.9%

１日分,
136 社,
21.8%

２日分, 97
社, 15.5%

３日分以上,
145 社,
23.2%

備蓄はない,
293 社,
46.9%

半日分, 9
社, 1.4%

半日分未
満, 39 社,

6.2%

７日分以上,
12 社,
1.9%

１日分, 83
社, 13.3%

２日分, 44
社, 7.0%

３日分以上,
117 社,
18.7%

備蓄はない,
211 社,
33.8%

半日分, 20
社, 3.2%

半日分未
満, 96 社,

15.4%

７日分以上,
27 社,
4.3%

１日分,
120 社,
19.2%

２日分, 34
社, 5.4%

n=625 n=625

n=625 n=625

58.3 ％

13.0 ％

46.5 ％

35.2 ％

23.0 ％

14.3 ％

8.3 ％

11.4 ％

11.1 ％

13.0 ％

9.7 ％

15.3 ％

16.0 ％

18.1 ％

9.6 ％

2.4 ％

9.7 ％

7.8 ％

13.3 ％

23.3 ％

20.6 ％

20.8 ％

26.0 ％

38.8 ％

36.0 ％

32.3 ％

36.4 ％

1.6 ％

0.8 ％
1.5 ％

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

1.従業員向けの食料・飲料水などの備蓄

　（n=625／84.6%）　　　　　　　　　　　　　　

2.従業員個人による職場での食料・飲料水などの備蓄の推奨

　（n=340／46.0%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3.安否確認システムの導入等による従業員等の安否確認・連絡体制の整備

　（n=609／82.4%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4.従業員への災害用伝言ダイヤル等の家族等との安否確認手段の推奨

　（n=532／72.0%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5.従業員への「むやみに移動を開始しない」といった基本原則の周知

　（n=496／67.1%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6.帰宅行動ルール（帰宅方針等）のＢＣＰ（事業継続計画）等への記載

　（n=464／62.8%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7.徒歩帰宅訓練等の帰宅困難者対策訓練への参加促進

　（n=345／46.7%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
8.帰宅困難者になった場合を想定したスニーカーや携帯食料の準備等に関する教育

　（n=395／53.5%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

9.帰宅支援マップなどの作成・配布・購入支援などに関する情報提供

　（n=409／55.3%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

10.その他（n=29／3.9%）

（%）

３月11日より前か

ら実施している

３月11日を契機と

して実施した

３月11日を契機と

して実施を検討し

ている

従業員を対象とした帰宅困難者対策の実施状況 

企業の備蓄の状況 
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（４）駅への調査 【対象：ＪＲ、私鉄、東京メトロ、都営地下鉄の首都圏のターミナル

駅５９駅】 

 

待機スペースを開放した駅は約半数であった。 

 

 

 

 

駅と関係機関との連携では、ほとんどの駅で他の鉄道事業者や地元警察署と連携して

いたのに比べ、区市町村との連携は半数程度であった。駅での利用者保護のあり方や区

市町村との連携関係との構築に課題があることが伺える。 

 

 

 

 

 駅では区市町村等関係機関と連携し、利用者保護の取組みについて検討していく必要

がある。 

100.0 ％

94.9 ％

54.2 ％

6.8 ％

16.9 ％

50.8 ％

49.2 ％

54.2 ％

76.3 ％

33.9 ％

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

１.自社の鉄道の運休状況・再開に関する情報提供（n=59）

２.他社の鉄道の運休状況・再開に関する情報提供（n=56）

３.バスの運行状況に関する情報提供（n=32）

４.タクシーの待ち時間等に関する情報提供（n=4）

５.食料や毛布等の物品の提供（n=10）

６.要援護者の救護（n=30）

７.営業時間終了後も列車の運行再開まで駅の空間を利用者の待機スペースとして開放（n=29）

８.列車の運行再開まで駅の利用者を駅の外へ誘導（n=32）

９.自治体等が開設した避難所・待機施設の案内（n=45）

10.その他（n=20）

（％）

30 駅, 50.8%
29 駅, 49.2%

１.区市町村と連携して実施したことはない

２.区市町村と連携した

駅の利用者への対応（n=59）[複数回答] 

３．１１の駅と区市町村との連携状況 
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第２章 首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 

 

帰宅困難者対策は、一斉徒歩帰宅の抑制、円滑な徒歩帰宅のための支援など多岐にわた

るため、膨大な数の帰宅困難者等への対応を、首都直下地震による多数の死傷者・避難者

が想定される中にあって、行政による「公助」だけで行うにはおのずと限界があり、自助

や共助も含めた総合的な対応が不可欠となる。これらの対策をさらに推進するためには、

国、地方公共団体、企業等がそれぞれ実施するだけでなく、連携・協働して取組を進める

ことが重要である。 

そのため、東京都及び内閣府（防災担当）は、帰宅困難者対策について、国の関係省庁、

首都圏の地方公共団体、関係民間企業、団体等を構成機関とする協議会を設置し、それぞ

れの取組に係る情報を共有するとともに、横断的な課題について検討することとした。 

 

 

（第１回協議会の様子） 
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協議会の概要 

【構成機関】国の関係省庁、首都圏の地方公共団体、関係民間企業・団体等の 3３機関 

【座長】東京都副知事・内閣府政策統括官（防災担当）が共同座長 

【事務局】東京都と内閣府が共同処理  

帰宅困難者対策は、首都圏全体をまたがる広域的な取組と地域に根ざした取組の双

方の観点が不可欠であることから、内閣府と関係地方公共団体の代表として東京都

が共同で協議会を設置 

【幹事会】構成員及びオブザーバー機関の担当部課長クラスによる幹事会を設置し、具

体の課題について検討 

  特定課題については、幹事会にワーキンググループを設置し、検討 

【ワーキンググループ】 

ＷＧ① 帰宅困難者等への情報提供体制について 

ＷＧ② 帰宅困難者等への支援体制について 

ＷＧ③ 駅前滞留者対策及び帰宅困難者等の搬送体制について 

【検討経過】 

平成２３年 ９月２０日 第１回首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 

平成２３年１１月２２日 第２回首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 

【今後の検討スケジュール】 

平成２４年３月ごろ   第３回首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 

            中間報告 

平成２４年夏から秋ごろ 第４回首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 

            最終報告 
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【首都直下地震帰宅困難者対策等協議会構成員】 

役職名 

座  長 東京都副知事 

座  長 内閣府政策統括官（防災担当） 

  総務省総合通信基盤局長 

  総務省消防庁次長 

  国土交通省道路局長 

  国土交通省鉄道局長 

  国土交通省自動車局長 

  茨城県副知事 

  埼玉県副知事 

  千葉県副知事 

  神奈川県副知事 

  横浜市副市長 

  川崎市副市長 

  千葉市副市長 

  さいたま市副市長 

  相模原市副市長 

  東京都新宿区長 

  東京都八王子市長 

  社団法人電気通信事業者協会専務理事 

  日本放送協会理事 

  社団法人日本民間放送連盟専務理事 

  社団法人日本経済団体連合会防災に関する委員長 

  日本商工会議所まちづくり特別委員会委員 

  社団法人不動産協会理事長 

  東日本旅客鉄道株式会社代表取締役副社長 

  社団法人日本民営鉄道協会理事長 

  東京都交通局長 

  公益社団法人日本バス協会理事長 

  社団法人全国乗用自動車連合会理事長 

  社団法人日本フランチャイズチェーン協会会長 

  全国石油商業組合連合会副会長兼関東支部長 

  関東トラック協会会長 

  日本赤十字社事業局長 

  東京災害ボランティアネットワーク代表 

  連合関東ブロック連絡会会長 

オブザーバー 

警察庁警備局警備課長 

文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課長 

警視庁警備部災害対策課長 

東京消防庁予防部防火管理課長 

平成２３年１１月２２日現在
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第３章 帰宅困難者対策の基本的考え方 

 

１ 一斉帰宅の抑制について 

 

＜現状と課題＞ 

帰宅困難者対策は、まず、帰宅困難者の発生を抑制することが最も重要であり、都は、

これまで「行動ルール」や「帰宅困難者心得10か条」等について、ホームページ、パンフ

レットの配布、講習会の実施等により普及啓発を図ってきたが、改めて行動ルール等の周

知徹底を図る必要がある。 

また、帰宅困難者の発生抑制には、企業における従業員の待機、備蓄の推進等の取組も

必要である。さらに今回の震災では、駅構内や商業ビルなどから利用者等の締め出しが行

われるなど、不適切な対応が見られた。一方、施設内で利用者等の安全確保に取り組んだ

民間事業者もあり、対応は事業者によってまちまちであった。 

発災時には、公的機関のみならず、民間事業者においても、利用者等の安全確保のため

の対策を講じることが重要であり、とりわけ、大規模な集客施設※等を有する民間事業者に

よる取組を進めなければならない。 

※ 百貨店、展示場、遊技場等 

 

＜対応＞                        

 こうした状況を踏まえ、協議会では、災害時の一斉帰宅の抑制について、都民や事業者、

そして行政が取組むべき基本的事項を定めた「一斉帰宅抑制の基本方針」を以下のとおり

策定した。 

 「一斉帰宅抑制の基本方針」に掲げた事項を実施する際の詳細項目については、引き続

き協議会等で検討していく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜基本的考え方＞ 

首都直下地震への備えを万全とするためには、「自助」、「共助」、「公助」による総合的

な対応が不可欠である。首都直下地震発生直後においては、救助・救急活動、消火活動、

緊急輸送活動等の応急活動を迅速・円滑に行う必要がある。このため、帰宅困難者等の

発生による混乱を防止するための「むやみに移動を開始しない」という基本原則を徹底

する。 

一斉帰宅抑制の基本方針 
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この基本原則を実効あるものとするため、以下の具体的な取組事項に沿って、各企業等

（官公庁や団体も含む。以下同じ。）に一斉帰宅抑制を促していく。この際、安否確認

や災害関連情報を適宜提供する仕組みを官民一体となって整備することが必要である。

特に、行政においては、企業等における一斉帰宅抑制が実効あるものとなるように必要

な対策を実施する。 

児童・生徒の安全確保のため、学校など関係機関に、必要な取組を求めていく。 

 

＜具体的な取組＞ 

（従業員等の待機・備蓄） 

企業等は、首都直下地震の発生により、首都圏のほとんどの交通機関が運行停止となり、

当分の間復旧の見通しが立たない場合には、事業所建物や事業所周辺の被災状況を確認

の上、従業員等の安全を確保するため、従業員等を一定期間事業所内に留めておくよう

努めるものとする。 

企業等は、従業員等が事業所内に待機できるよう、３日分の必要な水、食料、毛布など

の物資の備蓄に努めるものとする。 

 

（大規模な集客施設等での利用者保護） 

首都直下地震発生時には、大規模な集客施設やターミナル駅等において、多くの帰宅困

難者等の発生が予想されることに鑑み、市区町村や関係機関等と連携し、事業者等は、

利用者を保護するため、適切な待機や誘導に努めるものとする。 

 

（従業員等を待機させるための環境整備） 

企業等は、従業員等を一定期間事業所内に留めておくことが可能となるよう、事業所建

物の耐震化、家具類の転倒・落下・移動防止、ガラスの飛散防止など、従業員等が事業

所内に安全に待機できる環境整備に努めるものとする。 

 

（事業継続計画等への位置づけ） 

企業等は、BCP（事業継続計画）等において、首都直下地震発生時における従業員等

の待機及び帰宅の方針をあらかじめ定めておき、従業員に周知しておくものとする。 

 

（安否確認） 

企業等は、首都直下地震発生時には電話が輻輳することを踏まえ、事業所と従業員間の

安否確認方法をあらかじめ定めるとともに、従業員とその家族間においても、携帯電話
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今後の協議会での検討事項  

「一斉帰宅抑制の基本方針」に基づき、幹事会及び各ＷＧにおいて個別の対策について

検討の上、企業等における帰宅困難者対策の実施に向けた具体的方策をとりまとめる。 

 

 

２ 一時滞在施設の確保 

 

＜現状と課題＞ 

駅周辺の滞留者や路上等の屋外で被災した外出者のうち、帰宅が可能になるまで待機す

る場所がない者を一時的に受け入れる施設（一時滞在施設）を確保する必要がある。 

東日本大震災では、交通機関が不通となった状況を踏まえ、都は、区市町村の協力も得

ながら帰宅困難者が一時的に待機する施設の確保に努め、結果として 1,030 施設を開放

し、94,001 人を受け入れた。 

 

【一時待滞在設数と収容人数】（平成23 年3 月12 日4:00 現在）（単位：数・人） 

施設区分 施設数 収容人数 

都関係施設（都庁舎、都立学校等） 329 27,680

国、区市町等所管施設（民間を含む） 701 66,321

計 1,030 94,001

※島しょを除く （東京都集計） 

 

災害用伝言板や災害用伝言ダイヤル 171、ソーシャル・ネットワーキング・サービス

等の複数の安否確認手段をあらかじめ確認し、当該手段を利用するよう周知しておくも

のとする。 

（訓練） 

企業等は、首都直下地震を想定した訓練を定期的に行い、必要に応じて対策の見直しを

行うものとする。 
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（東京都庁舎での帰宅困難者受入の様子） 

 

今回の震災では、一時滞在施設としてあらかじめ指定された施設がなかったことに加え、

一部の施設に受入可能人数を超える帰宅困難者が集中したことにより、施設の確保と受入

れに困難を来たした例もあった。 

また、災害時帰宅支援ステーションと一時滞在施設との役割分担が不明確であったこと

や、都と区市町村の所管する施設との連携体制の構築が不十分であったことから、帰宅困

難者の受入れ後においても、施設の運営が混乱する事例が見られた。 

 

<対応>                        

 発災時の帰宅困難者の円滑な受入れのため、都庁舎をはじめとした都立施設や都関連

施設について、一時滞在施設として指定する。指定対象となる施設は、当該施設が発災

時において担うべき役割、立地条件や施設ごとの特性を踏まえるとともに、施設の安全

性の観点から、耐震性なども十分考慮して選定する。 

 また、国、区市町村に対しても施設の確保について協力を要請するとともに、公共施

設だけでは一時滞在施設が不足することが予想されるため、民間事業者に対しても、施

設を確保するよう要請し、施設の量的拡大を図る。 

また、一時滞在施設と災害時帰宅支援ステーションの適切な施設運営を行うため、民間

事業者等が設立する駅前滞留者対策協議会の活動を支援するなど、各施設の役割分担の

明確化や情報連絡体制の強化によって、円滑な運営体制を整え、施設の質的向上を図る。 

食糧や毛布などの物資の備蓄については、一時滞在施設として指定する都施設等にお

ける備蓄を着実に推進する。また、協議会において、一時滞在施設における備蓄のルー

ル化を検討し、各施設に必要物資を配備することにより、発災時の帰宅困難者への迅速

な提供を可能にし、混乱を防止する。 
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今後の協議会での検討事項  

 

（１）行政と民間事業者の協力により帰宅困難者等の一時滞在施設として民間施設

も含めた多くの施設を確保するための具体的取組方策 

（２）災害発生時の一時滞在施設の運用体制の構築 

（３）区市町村や関係事業所の参考となるガイドラインの作成 

 

※これまで都は、東京都地域防災計画で「一時収容施設」、東京都防災対応指針で「一時待機施設」と表記し

てきたが、今後は、協議会の議論を踏まえ、「一時滞在施設」に統一する。 

 

３ 迅速な安否確認と正確な情報提供体制 

 

＜現状と課題＞ 

東日本震災では、携帯電話が通話規制によりつながりにくくなったこと等により、家族

等の安否や鉄道の運行状況に関する情報が不足することとなった。また、通信事業者が設

定している発災時の安否確認ツールについては、十分に活用されなかった。 

 

 
（出典：平成２３年版情報通信白書）  

 

都が行った、発災時に都内にいた外出者に対するアンケート調査結果によれば、帰宅行

動を開始した理由として、「電車の運行再開がいつになるか分からなかったため」や「家

族と連絡が取れず、安否が気になったため」などを選択した者が多く見られた。 

東日本大震災における通信の輻そう状況 
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電車が動き出したため

業務や用事が終わったため

電車の運行再開が

いつになるか分からなかったため

会社や上司、学校などから帰宅指示があったため

家族と連絡が取れず安否が気になったため

家族と連絡は取れたが余震などが心配だったため

自宅の家財などの散乱状況が気になったため

電車の運行再開まで

時間がかかることが分かったため

道が混雑して帰れなくなると思ったため

子供を幼稚園や学校などへ

迎えに行かなければならなかったため

他に行き先や待機場所がなかったため

滞在場所にて安全や情報が

十分に確保できなかったため

周囲の人達が帰っていたため

滞在していた施設の管理者から

施設外への退出を告げられたため

自宅に介護が必要な方がいたため

特に理由はない

図表 帰宅を開始した理由＜3つまで＞_SA_N=4000

最も重要な理由

２番目の理由

３番目の理由

 

（出典：東京都防災対応指針） 

 

こうしたことから、帰宅困難者の発生を抑制するためには、鉄道の運行状況や安否に関

する情報提供体制を充実するとともに、家族等との安否確認手段の周知、利用啓発を進め

ていく必要がある。また、一時滞在施設等における情報通信基盤を強化するため、通信設

備の整備促進を図ることも必要である。 

一方で、住民相互間の、携帯電話等によるインターネット上での情報共有については、

交通機関の運行状況の確認や安否確認などで一定の効果があった。今後は、このようなソ

ーシャルメディアの活用についても、情報の確実性などを担保する方策を考慮しつつ、検

討していく必要がある。情報の提供に当たっては、燃料・電力等の確保により持続的な情

報発信が可能となるような方策のほか、障害者などの災害時要援護者への配慮といった視

点を考慮する必要がある。 

 

＜対応＞                       

 安否確認や災害関連情報を提供するため、官民一体となって、情報通信基盤の整備や

情報提供のために必要な体制を確保する。 

都は、鉄道事業者や業界団体などに対して、駅における情報提供体制の整備や予備電

源の確保等の対策を要請し、情報提供機能の確保を促していく。また、大型ビジョンや

デジタルサイネージ※を活用し、音声や文字による情報提供を実施するなど、災害時要

【帰宅を開始した理由（3 つまで）】               （単位：％） 
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援護者が情報を得やすい環境整備に向けた取組も行っていく。 

安否確認については、協議会において、発災時の情報通信基盤の強化について国に働

きかけるとともに、通信事業者による安否確認手段の活用などの対策を検討していく。 

都においては、帰宅困難者に対する情報提供の内容や方法の充実を図るため、公式ホ

ームページのほかソーシャルメディアを有効に活用し、ツイッター等の情報提供ツール

による広報活動を積極的に行う。 

また、都の一時滞在施設において特設公衆電話を設置するとともに、無線LANやツイ

ッターの活用等に向けた実証実験を実施し、設置拡大に向けた課題等を検証する。 

こうした情報提供の基盤となる電力の確保に向けて、自家発電設備の整備や燃料の確

保などの取組を進め、安定的な情報提供に向けた体制を整えていく。 

 

※デジタルサイネージ（Digital Signage=電子看板） 

表示と通信にデジタル技術を活用して平面ディスプレイやプロジェクタなどによって映像や情報

を表示する広告媒体 

 

 

 

（駅前滞留者対策訓練での大型ビジョン活用の様子） 

 

 

 

 

今後の協議会での検討事項  

 

（１）安否確認手段 

①家族等との安否確認手段の周知・利用啓発の進め方 
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②首都直下地震を想定した家族等との安否確認手段に係る改善点 

 

（２）情報の内容 

①外出者や帰宅困難者が求める情報内容（ユーザーサイドに立った情報提供内容） 

②帰宅困難者等へ適切な行動を促すために提供すべき情報内容（サプライサイドに立

った情報提供内容） 

③企業等において従業員等の帰宅抑制のために企業等が求める情報内容 

 

（３）情報提供手段 

情報内容に応じた多様な情報提供ツールの活用方法 

 

（４）関係機関の連携 

①発信すべき情報を持つ機関と情報を発信するツールを持つ機関との連携の強化 

②災害時の円滑な情報提供に向けて情報の種別ごとにあらかじめ役割分担を整理した

ガイドラインの策定 

③首都直下地震発生時において各機関間で情報共有・連携するための情報通信手段の

有効活用方法 

 

（５）その他 

携帯電話の予備電池の携帯など個人レベルで取り組むべき内容 

 

 

 

４ 帰宅支援 

 

＜現状と課題＞ 

東日本大震災では、道路渋滞や津波警報のため、バスや船舶による代替輸送は困難な状

況にあったが、安全な代替輸送ができる状況になった場合には、陸上・海上輸送の実施は、

帰宅困難者の安全確保と被災場所の負荷軽減の上で、有効な手段となる。 

こうしたことを踏まえ、帰宅困難者の安全確保後の代替輸送手段を適切に講じる必要が

ある。 

また、都はこれまで、徒歩帰宅者が帰宅する際に、沿道の店舗等で、水やトイレ及び情

報提供を受ける災害時帰宅支援ステーションの整備を進めてきた。東日本大震災後も、新

たに事業者と協定を結んでいるが、幹線道路においても、店舗の少ない地域が見られるな
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ど、地域の実情に合わせたきめ細かな確保策が必要である。また、発災時に十分な帰宅支

援機能を発揮できるよう、情報提供体制の強化など効果的な仕組みを検討しておく必要が

ある。 

 

＜対応＞                      

協議会における検討結果を踏まえ、鉄道事業者をはじめとした民間事業者や関係機関

と連携した帰宅困難者対策訓練を実施し、発災時の帰宅困難者等の輸送体制の確認を行

うとともに、災害時帰宅支援ステーション拡充に向けた課題を検証していく。 

その上で、帰宅困難者の安全確保後の代替輸送を円滑に行うため、関係部局・関係機

関とあらかじめ輸送ルートの指定や必要な体制整備等を行い、徒歩や陸上輸送に加え、

海上輸送を実施するなど、帰宅困難者が早期に帰宅できる取組を実施する。 

また、災害時帰宅支援ステーションの拡充に向けて、引き続き、事業者への協力を要

請するとともに、その認知度の向上に向けて、効果的な広報活動を実施していく。加え

て、災害時帰宅支援ステーションの機能向上を図るため、従業員に対する周知等の取組

の充実について、事業者に協力を要請していく。 

 

 

今後の協議会での検討事項  

 

（１）代替輸送手段 

①代替輸送手段の輸送力、走行ルート及び待機・転回場所等の課題抽出 

②代替輸送手段による搬送の運用体制 

（２）災害時帰宅支援ステーション 

①行政と民間事業者の協力による災害時帰宅支援ステーションの数の充実及び機能の

強化方策 

②徒歩帰宅者が災害時帰宅支援ステーションを識別できる対策の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 20 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※災害時サポートステーションとは、東京都石油業協同組合加入全ガソリンスタンドが取り組んでい

る事業で、災害時にはガソリンスタンドは地域の拠点として、被害状況や支援情報の提供、地域住

民の安否や連絡情報の取り次ぎ、サービスルームを休憩所として解放するといった活動を行う。 

【災害時帰宅支援ステーション】           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時に水道水・トイレ・情報等を提供し、徒歩帰宅者を支援するコンビニエ

ンスストア、ファーストフード、ファミリーレストラン及びガソリンスタンド

などの協力事業者の店舗（都内 8,645 ヶ所、平成 23 年 9 月 1 日現在） 

ステッカー 
（キャラクターの通
称：キタクちゃん） 
対象の店舗では、店舗
の入り口等にこのロ
ゴマークを使用した
ステッカーを掲示す
る。 

ステッカー 
東京都石油業
協同組合加入
のガソリンス
タンドには、こ
のステッカー
が掲出されて
いる。 
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第４章 帰宅困難者対策にかかる条例の制定 

 

都は、首都直下地震の切迫性に加え、帰宅困難者対策に対する都民の関心が高いこの機

を捉え、協議会で合意した「一斉帰宅抑制の基本方針」等を踏まえ、行政、事業者、都民

のそれぞれの役割に応じた帰宅困難者対策への取組を明文化した条例を制定する。 

 

【条例化を想定する主な項目】 

○ 企業等従業員の施設内待機の努力義務化 

○ 企業等従業員の３日分の備蓄（飲料水、食料等）の努力義務化 

○ 大規模な集客施設、駅等の利用者保護の努力義務化 

○ 学校等における児童・生徒等の安全確保の努力義務化 

○ 官民による、安否確認と災害関連情報提供のための体制整備等 

○ 一時滞在施設の確保にむけた都、国、区市町村、民間事業者の連携協力 

○ 帰宅支援（災害時帰宅支援ステーションの確保に向けた連携協力等） 

 

条例で規定した内容を実施するための具体的運用方法等については、今後の協議会等で

の検討を踏まえて、行政の支援策とともに実施計画としてとりまとめ、都民や事業者に

周知していく。 

 

 

 

 


